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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和２

年第４回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１１番岡本美代子さん、１

２番上杉晃央さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る５月１８日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和２

年第４回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る５月１８日、議会運営委員会を開

催しましたので、その内容と結果について

報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。 

その後、条例改正１件、補正予算１件が

あります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

議員各位は、先に質問した議員との重複

質問を避け、簡潔な発言に努め、慎重なる

審議に皆さんの御協力をお願いするととも

に、行政職員の皆さんには、真摯な答弁と

対応をお願いし、議会運営委員会委員長と

しての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和２年第４回美幌町議会臨時会が開
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催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝申し上げ

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明を申しあげます。 

行政報告といたしましては、御寄附につ

いてであります。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済

対策に役立てていただきたいと、去る４月

２８日、美幌建設業協会様より２００万

円、美幌管工事業協同組合様より１００万

円、株式会社三共後藤建設様より５００万

円、株式会社道和建設様より１００万円、

株式会社オホーツク設備様より２００万

円、池田煖房工業株式会社美幌営業所様よ

り２００万円、芙蓉建設株式会社様より５

００万円を、同じく５月１日、網走信用金

庫様より１００万円を、同じく５月８日、

株式会社電建様より３００万円の御寄附を

それぞれいただいたところであります。 

それぞれ御厚志をありがたくお受けし、

御趣旨に沿って活用してまいりたいと存じ

ます。 

次に、御提案いたします議案について御

説明申し上げます。 

条例の改正について。 

議案第３０号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

は、新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、町民の生活及び町内の経済に深刻な影

響が及んでいることを勘案し、町長、副町

長、教育長の給与の一定額を減額するため

の改正を行おうとするものであります。 

補正予算について。 

議案第３１号令和２年度美幌町一般会計

補正予算（第３号）につきましては、新型

コロナウイルス感染症対策として、新型コ

ロナウイルス対策経営継続支援金１億３,２

７５万円を、新型コロナウイルス対策小規

模事業者持続化補助金２５０万円を、子育

て世帯への臨時特別給付金給付事業２,９３

８万３,０００円の増額などを行おうとする

ものであります。 

なお、細部につきましては後ほど御説明

申し上げますので、御審議の上、原案に御

協賛を賜りますようお願い申し上げまし

て、提出案件の概要説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第３０号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

３０号美幌町長等の給与等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書２ペー

ジになります。 

議案第３０号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明をいたしますので、参考資料の１ペ

ージをお開き願います。 

資料１、議案第３０号関係。 

改正目的でございますが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大により、町民の生

活と町内の経済に深刻な影響が及んでいる

ことを勘案し、令和２年６月から令和３年

３月に支給される町長等の給料の一定額を

減額しようとするものであります。 

改正内容でございますが、本年６月から

令和３年３月に支給する給料月額につきま

して、町長は１０％、副町長及び教育長は

５％をそれぞれ減額いたします。 

減額後の給料月額、変更前の給料月額に

つきましては、参考資料に記載のとおりで

あります。 

給料月額の減額に伴いまして、６月及び

１２月に支給される期末手当につきまして
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も、それぞれ減額となります。 

なお、今回の減額措置に伴います特別職

３名の給与費の削減総額につきましては２

４４万８,０００円となります。 

参考資料２ページに新旧対照表を添付し

ておりますが、今回の条例改正につきまし

ては、期限を設けて給料月額を減額いたし

ますので、条例の本則を改正することな

く、附則において減額後の給料月額を定め

るものでございます。 

施行日は、公布の日からとなります。 

以上、議案第３０号について御説明を申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 参考資料の改正目

的でありますけれども、この改正目的が私

の中ですっきりしない部分がありまして、

質問させていただきたいと思います。 

今回、影響を受けているということで、

総額２４４万円の財源を確保したと、実質

的にそういう効果になると思うのですけれ

ども、例えば、国会議員が４月に削減する

ということで、約２０億円の削減効果とい

うことで、国会議員が削減すれば、経済的

にも金額的にも非常に対応できる金額にな

るのですけれども、町長等の２４４万円を

削減したことによって、何に影響を及ぼす

のかと考えたときに、今までにいろんな施

策をやって、財政調整基金で約２億円使っ

ています。しかしながら、それを使ったと

しても、まだ１１億円以上の財政調整基金

がある中で、今現在財政面で町長が減額す

る必要性がどこにあるのかなと。 

例えば、十何社の企業から２,８００万円

ぐらいの身銭を切っていただいて、コロナ

対策に使ってほしいという御寄附がありま

した。 

そういう思いで企業が身銭を切っている

のだから、我々も身銭を切ろうかという理

由であれば、ある程度理解はいたします。 

また、石川県志賀町の例ですけれども、

国から国民１人に対して１０万円の給付が

ありました。これにプラス２万円をしよう

と、人口規模が１万９,０００人ということ

で美幌町と同じなのですけれども、これは

特別職、それから職員の給料をカットし

て、その２万円の財源に充てようと、こう

いう目的を持った減額であれば理解いたし

ます。 

まだやるべきことはいっぱいあると思い

ます。 

例えば、母子世帯で、子供が小学校に行

っていて、幼稚園に行っている。ふだんな

らば、時間給で働いていて、本来であれば

生活保護を受けてもいい状態なのに、生活

保護を受けないで、時間給で働いて、アル

バイトをして、それからひとり親手当をも

らって、児童手当をもらって、その中で生

活している。 

しかし、学校が休校になって、時間給も

ままならない状況です。そういう人もいる

中で、そういう対策もまだしていない。 

あるいは、３カ月間学校が休校になっ

て、子供たちの授業が遅れている。オンラ

イン教育をやるには膨大なお金がかかる。

今は、そういう対策がまだまだ必要だと、

そういう対策を本来ならば優先すべき時期

であると思うのです。 

だから、なぜ今この時期に減額なのか。

そして、なぜ１０％、５％なのか。 

多分、改正目的に現れてこない町長の思

いがあると思うのです。 

その思いをぜひお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、削減を提案

させていただいた件につきましては、コロ

ナウイルス感染症の対応で、事業者、それ

から住民の方々が経済的に、また、日常生

活の中で制約を受けているということに併

せて、私どもからこういうことを守ってほ
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しいというふうにお願いしていることがあ

ります。 

そういった中で、町民の方々にいろいろ

な制約をお願いするというのは、私とすれ

ば心苦しい、申し訳ないという思いであり

ます。 

今回、なぜという話でありますけれど

も、本当に町民の方々と一緒にコロナウイ

ルスを乗り切りたいという思いだけのこと

であります。 

議員からいろいろ言っていただきました

けれど、そこまで考えて減額するというこ

とではありません。 

当初は町長のみという考えでいたのです

けれども、副町長、教育長に相談したとき

に、お２人からぜひ私たちもというお話を

いただいて、特別職の思いとして、今回提

案させていただいたわけであります。 

わずかでありますけれども、対策の費用

に充てて、そして、町民の方々と何とかこ

れを乗り切りたいという思いだけの話でご

ざいます。 

御理解よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今回の件が、新聞

で大々的に町長１０％カットという見出し

が踊って、非常にインパクトが強い新聞記

事が出たわけですけれども、網走市も北見

市もやってる、それぞれ地区の事情はある

でしょうけれども、美幌町はこういう施策

でコロナ対策をやっていますと、そういう

経済的にも、生活的にも、子育て的にも困

っている世帯に日が当たるような施策を期

待して、この質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 確認だけですけ

れど、今回総額で２４４万８,０００円の町

長等の給料が下がった分ですけれど、美幌

町は国の交付税が相当入っている町ですか

ら、実際に美幌町の総額で入ってくる交付

税も含めて、２４０万円を減額することに

よって交付税のはね返りもあるのかなと。 

実際に２４０万円のお金が浮くとは思わ

ないのですけれど、その数字の流れを説明

してほしいと思います。 

２４０万円浮いても、交付税が入ってく

る中に給与費が入っていると思うので、こ

の２４０万円を減らして、この２４０万円

が、交付税措置の分でお金が余るのか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ただいまのお

尋ねについて、今回の減額措置を踏まえ

て、町に交付される地方交付税に影響があ

るのかという御趣旨かと思います。 

そちらについては、特段影響は発生しな

いという受けとめをしております。 

したがいまして、今回２４４万８,０００

円の削減効果になるわけでありますけれど

も、こちらについては、歳出全体からこの

金額が落ちるということになりますので、

当初、歳入でこの分を充てようとしていた

町の税収を、職員給与費に充てるというこ

ともありますので、そういった部分を充て

る必要がなくなるということになろうかと

考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３０号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 
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――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第３１号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

３１号令和２年度美幌町一般会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書３ペー

ジになります。 

議案第３１号令和２年度美幌町一般会計

補正予算（第３号）について御説明を申し

上げます。 

令和２年度美幌町の一般会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正につきましては、新型コロナ

の感染拡大に伴う対応といたしまして、国

の緊急経済対策として実施されます子育て

世帯への臨時特別給付金に係る経費のほ

か、町独自の経済対策として実施いたしま

す、事業者を対象といたしました経営継続

支援金などの経費につきまして追加をする

ものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億７,３１８万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１６２億６,２６６万２,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明をいたします。 

歳出から御説明をいたしますので、議案

書の１２ページ、１３ページをお開き願い

ます。 

２款総務費、１項、９目財政調整等基金

費、１、財政調整等基金積立金の増、積立

金１,１００万円につきましては、新型コロ

ナの感染拡大で影響を受けている町内の経

済対策に役立ててほしいと、４月２８日、

５月１日及び５月８日に合わせて９件、２,

２００万円の御寄附をいただいてございま

す。 

御寄附の内訳につきましては、後ほど歳

入で御説明をいたしますが、２,２００万円

のうち１,１００万円を今回の補正予算の財

源に充て、残る１,１００万円につきまして

は、今後のさらなる経済対策に充てるた

め、財政調整基金に積み立てを行うもので

ございます。 

なお、参考資料３ページに基金の年度末

予定残高を添付しておりますので、後ほど

御確認をいただければと思います。 

次に、３款民生費、２項、１目児童福祉

総務費、７、子育て世帯への臨時特別給付

金給付事業、２,６８７万３,０００円につ

きましては、新型コロナの影響を受けてい

る子育て世帯を支援するため、児童手当を

受給する世帯に対して臨時特別給付金を支

給するものであります。 

支給対象は、本年４月分の児童手当の対

象となる中学生以下の児童のほか、３月分

の児童手当の対象となる児童につきまして

は、この４月からの新高校１年生も対象に

なります。 

対象者数は２,４０３名、児童１人につき

１万円を支給いたします。 

補正予算におきましては、臨時特別給付

金２,４０３万円のほか、給付に係る消耗品

や手数料、委託料などの事務費を計上して

おりますが、その全額が国庫補助金で措置

されることになります。 

次に、７款商工費、１項、２目商工業振

興費、１、商工業振興推進事業費の増、１

億３,５２５万円につきまして、まず、新型

コロナウイルス対策経営継続支援金１億３,

２７５万円でございますが、緊急事態宣言

の期間が延長され、幅広い業種において事

業活動に影響が及んでいる状況を踏まえ、

事業者の方々の経営継続を支えるため、町

独自の経済対策として支援金を給付するも

のであります。 

深刻な影響が出ている宿泊と飲食サービ

ス業の事業者には、４月臨時会で補正予算

を措置し、既に営業継続支援金を給付済み

でありますので、今回の支援金の対象業種
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につきましては、宿泊と飲食サービス業を

除く全ての業種といたします。 

本年２月から４月まで、あるいは、３月

から５月までの３カ月間の売上げが前年の

同期間と比べ１５％以上減少している事業

者を対象といたします。 

減少率が１５％以上３０％未満の場合、

法人に１５万円、個人には１０万円の支援

金を支給し、減少率が３０％を超える場合

は、法人に３０万円、個人には２０万円の

支援金を支給いたします。 

支給対象につきましては、全体で５８６

事業所を見込んでおります。 

申請期限は、６月３０日。早期に申請を

いただければ、５月末日には支給できるよ

う準備を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

その下の新型コロナウイルス対策小規模

事業者持続化補助金２５０万円につきまし

ては、感染症の影響を乗り越えるため、小

規模事業者が行う販路開拓などの取り組み

に対して国が補助する制度でありますが、

町が事業費の６分の１を上乗せで補助する

ものであります。 

補助金の活用例といたしましては、非対

面販売のためのホームページの作成やチラ

シの作成、広告掲載などのほか、座席間隔

を広げるなど、店舗内部の改装も対象にな

ります。 

国の補助率は３分の２でありますが、北

海道が１２分の１、町が６分の１をそれぞ

れ上乗せ補助を行い、事業者の負担を１２

分の１に抑えることで、事業の実施を強く

後押しいたします。 

１件当たりの事業費を７５万円と想定い

たしまして、その６分の１、１２万５,００

０円の補助金を２０件分、２５０万円を予

算計上いたします。 

その下の１２款職員給与費、１項、１目

職員給与費、１、職員給与支給事務費の減

のうち、特別職給１５４万２,０００円の減

は、先ほど議案第３０号で御説明いたしま

したが、本年６月から令和３年３月までの

１０カ月間、町長は１０％、副町長及び教

育長は５％、それぞれ給料月額から減額す

るものであります。 

期末・勤勉手当７９万８,０００円の減

は、町長等の給料月額の減額措置に伴いま

して、特別職３名の６月及び１２月の期末

手当が減額になるものであります。 

次に、議案書の１５ページになります。 

その他手当１２５万２,０００円の増であ

りますが、こちらにつきましては、子育て

世帯への臨時特別給付金給付事業に係る職

員の時間外勤務手当の増額になります。 

その下の職員共済費等１０万８,０００円

の減は、共済組合負担金の算定基礎となる

町長等の給料月額が変更になることに伴う

減額であります。 

次に、２、会計年度任用職員給与支給事

務費の増、１２５万８,０００円は、子育て

世帯の臨時特別給付金給付事業に従事する

会計年度任用職員１名、６カ月分の経費を

追加するものであります。 

次に、歳入について御説明をいたします

ので、議案書の１０ページ、１１ページに

お戻り願います。 

１６款国庫支出金、２項、２目民生費国

庫補助金、２節の児童福祉費補助金２,９３

８万円は、子育て世帯への臨時特別給付金

給付事業に係る事業費補助金及び事務費補

助金でありまして、事業費の１０分の１

０、全額が補助されます。 

その下の７目商工費国庫補助金、１節商

工費補助金８,４４２万５,０００円は、国

から交付されます新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の一部を予算化

するもので、歳出で御説明いたしました

が、町独自の経済対策の財源に充当いたし

ます。 

なお、国から交付されます地方創生臨時

交付金の本町における第１次配当分の総額

につきましては、１億２,２４１万３,００

０円でございます。 
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そのうちの８,４４２万５,０００円につ

きまして、今回の補正予算の財源として充

当するわけでありますが、残る３,７９８万

８,０００円につきましては、今後の感染症

対策あるいは経済対策の財源として活用し

てまいりたいと考えております。 

次に、１９款寄附金、１項、１目、１節

の一般寄附金２,２００万円は、新型コロナ

の感染拡大で影響を受けている町内の経済

対策に役立ててほしいと、９件の御寄附が

あったものでございます。 

内訳でございますが、まず、４月２８日

に建設業関係者の皆様から７件、１,８００

万円の御寄附を受けてございます。 

美幌建設業協会様から２００万円、美幌

管工事業協同組合様から１００万円、株式

会社三共後藤建設様から５００万円、株式

会社道和建設様から１００万円、株式会社

オホーツク設備様から２００万円、池田煖

房工業株式会社美幌営業所様から２００万

円、芙蓉建設様から５００万円、以上をそ

れぞれ御寄附いただいてございます。 

また、５月１日には網走信用金庫様から

１００万円を、さらには５月８日、株式会

社電建様から３００万円を、それぞれ御寄

附をいただいているものであります。 

以上、一般寄附金の総額は２,２００万円

でございますが、そのうちの１,１００万円

につきまして、本臨時会で御提案いたしま

す経済対策の財源に充て、残り１,１００万

円につきましては、今後の経済対策の財源

として活用してまいりたいと存じます。 

２０款繰入金、１項、１目、１節の財政

調整基金繰入金３,７３７万７,０００円

は、今回の補正予算に係る財源といたしま

して、財政調整基金からの繰り入れを行う

ものであります。 

２２款諸収入、５項、４目納付金、２節

雇用保険納付金３,０００円は、会計年度任

用職員１名分の納付金であります。 

以上、議案第３１号令和２年度美幌町一

般会計補正予算（第３号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 私は、１３ペー

ジ、２点２項目について質問をさせていた

だきたいと思います。 

１点目は、１３ページの財政調整等基金

積立金の増、積立金１,１００万円と、二つ

目が商工業振興推進事業費の増、新型コロ

ナウイルス対策経営継続支援金、１億３,２

７５万円であります。 

１項目の積立金の内容について質疑いた

します。 

今、総務部長から説明がありましたけれ

ども、今回新型コロナウイルス対策という

ことで御寄附をいただいた分のうち、１,１

００万円は今回の補正に使った。 

あと残りの１,１００万円については、財

調に積み立てるということでありますけれ

ども、寄附の目的が新型コロナウイルス対

策に使っていただきたいということであり

ますので、財調に積み立てるのではなく

て、例えば、新型コロナウイルス対策基金

を設けてはどうかと思うのですけれども、

その辺の考え方について説明をいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

今の議員からの質問でありますけれど

も、今回大変ありがたいことに、多くの皆

様から多額の御寄附をいただいてございま

す。 

当初、速やかに今回の補正予算に全額を

充当する考えもあったのですけれども、コ

ロナ対策につきましては、長期の対策が必

要になるということと、国の臨時交付金に

つきましても、既に１次配当は来ておりま

すが、さらなる追加の交付に向けて、国も

日々協議をされている状況になっておりま
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す。 

そうした中で、御寄附をいただいた皆様

の御趣旨にしっかりと沿った中で対策を打

つために、基金を設けるというのも確かに

一考ではあるかと思うのですけれども、仮

に特定の基金を設けたとしても、コロナ対

策はこの一、二年でしっかりと対策を組ん

でいくということになりますので、そうい

った限られた期間で積み立てた基金を全て

支消していくことになるのだろうと思って

おります。 

つきましては、今回、財政調整基金に１,

１００万円を積み立ていたしまして、６月

の補正予算、あるいはその先に、しかるべ

き時期にしっかり御趣旨に沿った対策を打

っていくことが最善ではないかと、そのよ

うな考えに至りましたので、今回、財政調

整等基金に積立てをさせていただくという

御提案になります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １４日に緊急事態

宣言が北海道は継続され、そして、今日の

新聞でも北海道については解除にならない

ということを踏まえたときに、やはり、短

期間で新型コロナウイルス対策は終わらな

いと思います。その辺でいただいた御寄附

を趣旨に沿って、明確に分けるべきだと思

います。短期間で終わるということで基金

を設けないという説明であったと思うので

すけれども、私は長い対策期間になるので

はないかという判断をしていますので、そ

の辺をもう一度説明をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

確かに、今回のコロナ対策については長

期化しておりますので、当然、町としての

対策も長期間に至っていくのだろうと思っ

ております。 

一方で、既に町内経済を中心に様々な影

響が及んでおります。 

そこにしっかりと光を当てて、町として

の対策を打っていかなくてはならないとい

うことになりますので、こういった御寄

附、あるいは、国の臨時交付金をしっかり

活用して、早目早目の対策も必要になって

いくということになります。 

つきましては、今回の御寄附の残った額

を基金に積み立てた上で、今議員はコロナ

基金を創設して、町の財政調整基金の一部

を繰り入れてということをおっしゃってい

るのだろうと思うのですけれども、特別な

基金を別立てで持つのも、確かに検討に値

するとは思うのですけれども、現状におい

ては早期の対策が待ったなしという状況も

ありますので、御寄附の趣旨に沿って、早

目に経済対策を打っていきたいということ

もありますので、今回はあえて、特定のコ

ロナ基金でしょうか、仮称でありますけれ

ども、そういった基金を持つことなく、財

調に積み立てた中で、早目の経済対策を打

ってまいりたいと、そのような考えに至っ

た次第でありますので、御理解をいただけ

ればと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 今、総務部長の答

弁で、早急な対策をするためということで

理解いたしました。 

２項目めの新型コロナウイルス対策経営

継続支援金について、４点ほど質疑いたし

ますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

まず最初に、町長は、４月２７日開催の

第３回臨時議会において、新型コロナウイ

ルス対策営業継続支援金についての答弁の

中で、今後は、町内中小企業の事業所等の

実態調査、アンケート調査をして、それに

基づいて、第３弾の経済対策を検討したい

という御趣旨の答弁がありました。 

そこで、委員会では配られましたけれど
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も、アンケート結果の主なものについて御

説明をお願いしたいと思います。 

資料をいただいたのですけれども、特に

７番のその他について、具体的な内容が理

解できなかったので、併せて説明をお願い

したいと思います。 

二つ目であります。 

今回の経営継続支援金で、コロナ感染症

拡大により、売上げが前年同時期よりも減

少とありますが、コロナ感染症拡大で減少

したことを、申請の中でどのように確認す

るのか、具体的な説明をお願いしたいと思

います。 

３点目であります。 

これまで、町内の事業所等について、新

型コロナウイルスの影響に対し経済対策の

利子等補給事業補助金、あるいはプレミア

ム商品券発行事業、営業継続支援金事業、

そして今回の経営継続支援金事業を実施し

ます。 

先ほど言いましたけれども、北海道にお

いては、まだ緊急事態宣言が継続されると

いうことから、町長にお伺いします。今後

の新型コロナウイルスの対策、支援をどう

考えているのか御説明をお願いしたいと思

います。 

最後に、４点目でありますけれども、こ

ういった新型コロナウイルス関係の支援に

ついて、町も４項目やられております。 

そして、道の支援、あるいは国の支援等

がありますので、町民にとっては、あるも

のは町、あるものは道、あるものは国にと

いったことで、それぞれ混乱されていると

思いますので、町民にわかりやすく、町の

支援、国の支援、道の支援がわかるような

周知をすべきだと考えてございます。北見

市の例で見ますと、そういったこともやら

れておりますので、地デジ、ホームページ

もありますけれども、まず、前段やられて

いた全戸配布的なもの、あるいは新聞報道

で周知が必要ではないかと思いますけれど

も、その辺の考え方について説明をお願い

したいと思います。 

以上、４点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ４点御質問をいた

だきましたけれども、私からは３点目の今

後の対策について、町長からということで

したのでお話しさせていただきたいと思い

ます。 

これまでの支援に対して、なかなか国と

か道の支援が見えるものと見えないものが

ある。また、出すといっても手続が複雑だ

ったり、実際に困っている方に対して支援

のお金が届いていないということがありま

す。 

そのことを含めて、きちんとスピード感

を持って、町としてやりたいというのが基

本的な考えであります。 

その中で、今回、実質的には第３弾とい

うことで提案をさせていただきます。これ

で全てが終わりということではありませ

ん。 

今、馬場議員からの収まるには時間がか

かるということに対しては、私も長期化は

想定をして、されどスピード感を持ってや

らなければいけないということにおいて、

どうするかという判断をして、その中で、

皆様から見れば、対応が遅いと言われるか

もしれないですけれども、一つ一つ提案し

て、皆さんの御意向を賛同を得て実施して

いきたいと思っています。 

そういった中でいきますと、まずは第１

弾として利子補給をやりました。その次

に、収入が激減している飲食店、旅館業を

支援しました。 

そして、第３弾として、それ以外の業種

の方々、中小企業のそれ以外の全ての業種

の方々に、一定の基準を設けましたけれど

も、支援をさせていただくということであ

ります。 

今後、個人について考えさせていただけ

れば、今は個人的な部分について、特定定

額給付金１０万円を、町として全力で皆さ
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んにお渡しできるように努力しています。 

これは全員に当たりますので、個人の部

分については、５月提案はなかなか細部を

詰められないものがあるので、まずは事業

者に対しての提案をさせていただいて、今

後、６月を含めて、個人とか、それから事

業者の不足するものをきちんと提案してい

きたいと思っています。 

やはり長期化を考えたときに、刻々と変

わる状況を見て、手を打っていかなければ

ならないという認識でありますので、あく

までも、今急ぐべき支援の中の一つと捉え

ていただきたいと思います。 

これで終わるということではなく、当初

から言っていますけれども、私は町民の

方々にできることは、何でもやっていきた

いという思いでいることを皆さんに伝えて

おりますので、しっかりその辺は進めてい

きたいと思いますので、御理解いただきた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） １点目のアン

ケート調査の結果についてでございます。 

今回、新型コロナウイルス感染症による

影響についての事業所アンケート調査とい

たしまして、町と商工会議所の連名で、４

月２４日に商工会議所会員４０９事業者、

非会員９２事業者の合計５０１事業者に対

して実施をいたしました。 

５月７日を締め切りといたしまして、５

月１３日現在の集計結果では、５０１事業

者中、回答をいただいたのが２００事業者

でございます。 

そのうち、コロナの影響の有無について

の回答数が２００社のうち１７９社、うち

既にコロナの影響が出ているということで

回答をいただいたのが１７９社のうち９６

社、また、売上げの減少幅について回答を

いただいたのが、２００社のうち８７社で

ございます。 

うち、３月から４月、１５％以上３０％

未満の回答率が８７社のうち１６社、３月

から４月の３０％以上の減少と回答いただ

いたのが、８７社のうち５４社ということ

になってございます。 

それから、業種につきましては、１から

６がそれぞれの業種で、７がその他として

ございます。 

これに当てはまらないということで３３

社の回答がございましたが、そのうち、業

種として記入いただいたのが、林業や医

療、金融、理容業、鉄鋼業など多岐にわた

りますが、１から６の中に当てはまるかも

しれませんけれども、無記名で御回答をい

ただいていますので、その他の欄にはその

ようなことで記入がされているところでご

ざいます。 

また、これらの調査結果を参考に、今回

の制度設計をさせていただいたところでご

ざいます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

次に、２点目の売り上げ減少がコロナと

どう関係しているのかをどのようにチェッ

クするのかということでございます。 

新型コロナウイルスにより、多くの事業

者が影響を受けているということは十分承

知をしてございます。 

ただ、１５％ということで今回設定をさ

せていただき、制度設計をいたしました

が、１５％につきましては、平時での振れ

幅でも起こり得る範囲であるということ、

また、金融機関等との情報交換の中で、売

上げ減少率が３０％以上になると危険信号

になるということも言われてございます。 

あるいは、国の実質無利子の融資や、危

機管理補償制度などの条件が減少率１５％

ということもございまして、それらをもと

に制度設計をいたしました。 

それと同時に、今回の事業所アンケート

につきましては、新型コロナウイルス感染

症による影響ということで調査をさせてい

ただきましたので、あくまで聞き取り等々

を実施することではなく、新型コロナウイ

ルスにより、売上げの減少があった方につ
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いて対象としますということで御案内を

し、申請をいただくこととしております。 

４点目の窓口についてでございます。 

町といたしましては、ホームページでそ

れぞれ御案内しているところでございま

す。会議所では、会員向けに町の制度につ

いて、それぞれ列挙して御案内をしており

ます。 

そういった中で、さらにどのような形で

できるかということを検討してまいりたい

と考えておりますが、現在のところ、特に

持続化給付金についての問い合わせですと

か、道の休業協力金の問い合わせというの

は、それぞれいただくことはありますけれ

ども、特に大きな混乱はなく進んでいると

は思っておりますが、ホームページ等を通

じまして、わかりやすい周知方法に努めて

まいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの最後

の周知方法につきましては、経済対策だけ

でなくて、様々な個人に対する周知もあり

ますので、国、道、町含めて対象事業種だ

とか、様々な部分がわかるよう方法を検討

させていただきまして、町民に周知できる

ような方法をとらせていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 副町長の答弁の今

後の周知については理解いたしました。 

地デジとか、ホームページとかあります

けれども、なかなか見られないということ

も私のところに問い合わせがきていますの

で、ぜひペーパーで全体がわかるよう周知

をお願いしたいと思います。 

これについては理解いたしました。 

町長から答弁がありました６月に向けて

提案していきたい、あるいはこれで終わる

ことはないということで、私も同じ考え方

であります。 

やはり１番大事なのは、経済部長から説

明がありましたけれども、こういった実態

調査をして、きちんと町民の声を聞いて施

策につなげていただきたいと考えてござい

ます。 

これについても理解いたしました。 

最初のアンケートについてですけれど

も、先ほど説明があったとおりわかりまし

た。 

町内の飲食業、それから卸売業、製造

業、本当に多岐にわたって、あらゆる業種

について、このコロナウイルスの影響が出

ているということでありますので、１点だ

けもう一度お伺いしたいと思います。 

新型コロナウイルス関係の調査の中で、

事業所からほかの要望があったのか。 

具体的に何をしてほしいという調査をし

たのかどうか、もう１点ここだけ再度聞き

たいと思います。 

それと、もう１点の売上げが減少したか

の確認ですけれども、例えば、道は申請書

を書きます。その中で新型コロナウイルス

感染症に伴って事業を自粛するという誓約

書もとってございますので、その辺がどう

だったのか町として確認すること、商工会

議所で確認することをやられているのかど

うか、もう一度確認したいと思いますの

で、この２件、再度説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） １点目の他の

要望ということでございますが、この影響

調査につきましては、７項目で質問をさせ

ていただきまして、７番目に政府、自治体

に対するコロナウイルス対策の各種支援が

講じられていますが、さらなる支援策とし

てどのような内容を望みますかということ

で、御意見、要望の自由記載をいただいて

おります。そこの集約をまだしておりませ

んが、他の要望ということではそういう形

で承っております。 
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次に、影響についてでありますが、国の

持続化給付金に準じるような形で、国も実

績報告を出すとか、そういうことは求めて

おりませんので、あくまでも、前年の確定

申告書、それと、今年度の売上台帳をもと

に、受付は会議所でやっていただいており

ます。 

経営指導員の方に目を通していただい

て、チェックをいただいて、町にそれをい

ただいて、町が最終的な支給、不支給を決

定していくという形で取り進めさせていた

だいております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 最後になりますの

で１点だけ、今、経済部長からありました

その他の意見、要望について、機会があれ

ば委員会なりにまとめた資料の提出をお願

いしたいと思います。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は、１１時１０分といたします。 

１０時５８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

ほかに質疑はありませんか。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、１３

ページの子育て世帯への臨時特別給付金の

関係と、その下のコロナ対策経営継続支援

金のところでお尋ねしたいと思います。 

１点目ですけれども、児童手当の特例給

付の受給者で、一定所得要件者は対象外に

なると説明を聞いていましたけれども、こ

の所得要件についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

児童手当の特例給付、月額５,０００円の

受給対象の方の所得制限限度額でございま

すけれども、数が多いのですが、扶養親族

等の数と所得制限限度額の金額の種類がご

ざいますが、扶養親族等の数が０人の場合

は６２２万円、１人の方は６６０万円、２

人の方が６９８万円、３人の方が７３６万

円、４人の方が７７４万円といった形で、

こちらの所得を超えますと特例給付の対象

となることになってございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 対象外になる方

の所得要件と扶養の関係はわかりました。 

次に、２点目のところですけれども、経

営継続支援金、今回は飲食、宿泊業を除く

全業種対象ということで、どの程度申請し

てくるかは、全く雲をつかむ話でわからな

いわけですけれども、申請期限が６月３０

日となっており、昨年の確定申告書と、こ

の３カ月間の売上げがどれくらい減少して

いるかという書類を添えるのですけれど

も、果たして、この期間中に５月末の実績

を出して、１カ月後が申請期限ですから、

そこまでに準備が整わない事業者も出てく

るのかなということで、最近の国のいろん

なものを見ていると、申請したけれどお金

が入ってこないとか、いろんな書類がたく

さんあって難しいということがあって、美

幌町の場合は会議所で丁寧にやっていただ

くので心配ないとは思うのですが、例え

ば、件数は今回わからないわけですから、

申請者がもし少ない場合、町の判断で期限

について再延長して救済するような、その

ような措置が必要ないのかどうか。 

その１点についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 申請期限につ

きましては、２月から４月までの３カ月、

それから３月から５月までの３カ月という
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ことで、５月末日までを対象にしていま

す。議員おっしゃるとおり、６月３０日ま

でに書類がそろわないのではないかという

事が懸念されているようでありますけれど

も、５月末日の売上げについては、６月末

日までには確定するものと解釈をしてござ

います。ということで、現在は６月３０日

を期限とさせていただいております。 

なお、申請につきましては、限られた財

源を速やかに幅広くお届けするということ

を主眼に制度設計をしております。 

お尋ねの、もし件数が少なかった場合ど

うするのかということでございますけれど

も、それについては、現状では制度を再延

長するということは考えてございません

が、今後の状況を見ながら検討してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 国と違って、町

の対応は速やかですし、受け皿である商工

会議所がきちんと対応してくれると思うの

で、そういった心配はないと思うのですけ

れども、どういう業種の方が、どれだけ１

５％以上減少しているのかということを、

町も、商工会議所も全くわからない中での

対応ですから、期待する件数が何件かわか

らない中で質問するのも変なのですが、あ

る程度想定した件数より非常に申請率が低

い場合、そういう状況がもし生まれたとき

には、町は会議所と相談して、検討するよ

うな余地が果たしてあるのかどうか。 

その辺のことだけ最後にもう１回確認さ

せていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの御質

問でございますけれども、コロナウイルス

の影響は飲食業から始まって、長引くに従

いまして様々な業種に影響が広がってきて

いるところでございます。 

今回の制度設計につきましては、６月末

までということで、５月までの売上げで判

断させていただきますけれども、件数等、

これからさらに７月以降に影響が出てくる

業種、秋にかけてという部分もあると思い

ますので、今回につきましては６月末で切

らせていただきますけれども、それ以降に

影響が出てくる業種、どういう影響が出る

か、また、国、道からそういう業種に対し

てどういう対策が出てくるかもありますの

で、そういうものを見ながら、町としてで

きるきめ細やかな対応を、その都度してい

きたいと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） １３ページの経営

継続支援金と持続化補助金、２点について

質問させていただきます。 

まず、継続支援金ですけれども、前回の

飲食店、宿泊業のときには、一律３０万円

という給付をいたしました。 

今回は減少率、さらには個人事業主と法

人事業主で分けているということで、アン

ケート結果から見ると納得できるのです

が、例えば、飲食業の方、個人、法人が１

５名です。製造業の方は、個人が８名、法

人が４名ということで、製造業の方を見る

と３０％以上減少しているというのが８名

中７名以上いるわけです。この方は２０万

円しかもらえない。 

飲食店の方は既に３０万円をもらった。

なぜ減少率を設けたのか、なぜ個人事業主

と法人で分けたのかについて説明いただき

たいのが１点。 

２点目が、持続化補助金ついては、国が

３分の２、道が１２分の１、町が６分の

１、事業者が１２分の１という政策だと思

います。 

国民の１０万円の給付のときは、全予算

が美幌町に入って、補正を組んで、町が全

部配付するようになっていますけれども、
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これについては、美幌町の分の２５０万円

しか補正していないです。 

ということは、国あるいは道には別に申

請して、町は町に別に申請して、申請が二

重になるのか、この申請の流れが、もしか

したら複雑になるのかなというところがあ

りましたので、この辺を説明していただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） １点目の営業

継続支援金と今回の経営継続支援金、前回

は一律３０万円で、今回は売上げの減少率

によるということでの御質問でございま

す。 

前回、３０万円とした概要でございます

けれども、飲食、宿泊業が最もコロナの影

響を受けている業種であるという判断をし

たこと、一方で、感染拡大防止の観点か

ら、町は直接的に休業の要請を行いません

でしたが、道の対応も踏まえた協力のお願

いをいたしました。 

そういう関係もございまして、金額の算

定につきましては、おおよそ固定費などで

１０万円を３カ月として導いた金額でござ

いますけれども、今回につきましては、北

海道や他の自治体等の支援額も参考といた

しまして、今回の制度設計をしたところで

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ２点目の

持続化補助金についての申請の流れであり

ますけれども、もともとは国の事業、国の

補助金ということでありますので、まず国

に対して申請をいたします。 

この申請に際しましては、事業者が商工

会議所の助言、指導を仰ぎながら申請書類

を作成しまして、日本商工会議所へ提出い

たします。 

その後、国、また日本商工会議所で審査

をされまして、決定を受けることになりま

す。 

事業者は、その事業を進めまして、事業

を完了いたしましたら、国には事業の実績

報告を提出しまして、国から事業補助金の

確定通知を受けることになります。 

その数字を持ちまして、北海道、それか

ら町へそれぞれ補助金の申請をしていただ

くこととなります。 

したがいまして、事業者の皆様にはお手

数をおかけすることになりますけれども、

それぞれの機関に対し申請をしていただく

こととなっております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） １点目ですけれど

も、休業要請をしたから飲食、宿泊につい

ては３０万円だった。それ以外について

は、休業要請をしていないけれども法人と

個人の差をつけたと、そういうふうに捉え

たのですけれども、それでいいのかどう

か。 

それから２点目については、事業者にと

っては２回、道と町は別々に出すという話

でいいですか。 

その辺を確認させてください。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） １点目につき

ましては、そういう捉まえ方もございま

す。 

町として、直接休業要請を行いませんで

したが、感染拡大防止の観点からも協力の

要請をしたこともございます。 

また、２点目の今回の減少率でございま

すけれども、繰り返しになりますが、限ら

れた財源で速やかに幅広くということを主

眼に置いて制度設計をさせていただきまし

たので、御理解をお願いしたいと思いま

す。 

それから、２点目の持続化補助金につき

ましては、ただいま主幹が申し上げました

とおり、国の実績報告書を申請書に添付す

るだけですので、そんなに手間をかけずに
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申請いただけるものと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） 商工業振興推進事

業費についてお尋ねいたします。 

今回、商工会議所が窓口となって、受付

方法等示されておりますけれども、商工会

議所で申請補助、事前審査を行い、また、

会員以外を含めての受付ということと、会

議所から町に提出して受付とし、そして、

町で審査、決定を行い、申請者に通知をす

るとなっております。 

そもそも、なぜこの対策は商工会議所が

申請窓口になっているのかという話であり

ます。 

今回予算では、１億３,２７５万円がつい

ていますけれども、これはあくまでも給付

金の数字であって、例えば、それに係る事

務手数料、職員に関する給与等が発生して

いると思うのですが、なぜ入っていないの

か、ほかに何かつけているのかという質問

であります。 

子育て支援等々では、別途事務委託料

等々で職員の給与とか、いろいろ発生して

いるのですが、それが今回は入っていない

理由についてお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） なぜ、会議所

でということでございますが、まず、制度

設計に当たりまして、利子補給から始まり

まして、全面的な協力をいただいて、プレ

ミアム商品券についても印刷製本費等の経

費を見て、それ以外については会議所でや

っていただいております。 

その後、経営継続支援金の制度設計に当

たりましても、会議所と十分に協議を重ね

て制度設計をしてきたところでございま

す。 

その中で、町として事務費は特段見ませ

んけれども、どこまで協力は可能ですかと

いうことを率直にお尋ねをいたしました。 

会議所では全面的に協力をするという力

強いお言葉をいただき、それに基づいて今

回は事務費等を計上しないで、このような

形で申請の窓口、あるいは経営相談を行っ

ていただけるということで、御了解をいた

だいて、この制度となりましたので御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） もちろん、なるべ

くお金をかけないで、いろんな事業を進め

たいという気持ちはよくわかります。 

商工会議所の存在が町の商工業者を守

る、また、盛り上げていくということを考

えれば、町との協議の中で、速やかに事業

を進めていくために、いろんな思いは飲み

込んで、いち早く事業を進めて、商工業者

のために１日でも早く給付をすることが会

議所の使命だと私は理解するので、そうい

う話になったというのは容易に想像がつく

のですが、町は、いろんな意味で、事務委

託料だ、何だかんだ事細かく予算を上げて

くる。 

もちろん、それは必要なものだから上げ

てくるのはわかるのですが、なぜ、ほかの

団体に対して必要なものを給付金のみしか

出さないのか、これは町のおごりがあるの

ではないですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回のいろんな施

策については、会議所、それから、農協等

とも協議をさせていただいております。 

その中で、本来ならば別な組織をつくっ

てやったり、町が主になってやることが可

能かもしれませんけれども、会議所に甘え

ているということではございません。 

あくまでも会議所としてやっていただけ

るということでありますし、私どもで協力

もするし、人員も出して一緒にやるという

話は何度もさせていただいています。 

今回、最終的に会議所から理解いただい
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たのは、スピード感を持ってやりたいとき

に、私どもが経営を知らない。ふだん関わ

っていない方々に対して審査をするより

も、審査をするときに帳簿を見て、ここは

こうですと言ったほうが早いという判断

で、全部やるという話をしていただきまし

たので、私どもはお願いしたという経過で

ありますし、他の業種については町が直接

やるという話をしました。これについて

も、会議所として全部やっていただけると

いうことでありますので、私どものおごり

という気は全くございません。 

私どもも本当に真剣に向き合って会議所

ともやっていますし、会議所がやってほし

いということではなくて、やらなければい

けないことは町としてはやっていきたいと

思いますので、その辺は御理解いただきた

いと思います。 

今回の場合は、中身を知っていて、かつ

スピード感を持って給付をするために、誰

がやることが１番いいかということであり

ます。 

ですから、側面的にも私どもは会議所に

応援に行きますし、人数的に集中した場合

に人が足りないのであれば、職員がフォロ

ーするということは常に言っておりますの

で、そのことは御理解いただきたいと思っ

ております。 

○議長（大原 昇君） ２番稲垣淳一さ

ん。 

○２番（稲垣淳一君） 私のおごりと言っ

たことは説明もあれなのですが、別に会議

所に全部丸投げしていると言っているわけ

ではなくて、１番は費用面での話を私は言

いたいと思っています。 

他の業者、団体に対して、見てのとおり

給付金以外１円も発生していないわけで

す。 

そのことについては今後もいろんな場面

で発生すると思いますので、もちろん会議

所としては、スピード感をもって事業を実

施するということはもちろん思っているわ

けで、ですから、それに対しては速やか

に、このように町と一緒にタッグを組んで

動いていることは十二分に理解をしており

ます。 

それをさらにバックアップする、支援を

する、人的なものももちろんですが、費用

面でも今後はいろんな事業が出てくると思

いますので、考えていただければという思

いを伝えて終わります。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） １３ページ、経営

継続支援金に関わって、基本的な質問をし

たいと思います。 

先ほど町長からは、第３次の対策だとい

うことであります。 

プレミアム商品券や飲食、宿泊支援に加

えて、今回のものでありまして、２回目の

ときに私も申し上げたのですが、漏れてい

る業種、業者の方々に対する手当を求めた

ところでございます。 

今回、一応全ての事業者がカバーされた

ということで、この点は調査をされたこと

も含めて、しっかり評価をしたいと思いま

す。 

同時に、その水準は、町長御自身も御理

解されていると思うのですが、決して大き

な災害をカバーできたものでは到底ないと

いうことであります。 

これまでも、家賃や機械、賃金などの補

填には、結局は一月、二月、三月と継続す

るに従って、どうにもならないということ

で、いまだに廃業せざるを得ないという声

が高まっている状況なので、今回は一応の

評価をした上で、さらに第２弾、第３弾と

上乗せをしていかざるを得ないと思うので

すが、今回の措置によって、どの程度カバ

ーされる見込みと押さえておられるのか聞

かせてください。 

なお、５月１９日、一昨日、全国知事会

は、今までの１兆円の地方臨時交付金に加

えて、少なくとも２兆円は上乗せしてほし
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いと要請されていますが、町としては、実

態を踏まえて、どの程度追加せざるを得な

いとお考えなのかも合わせてお示しいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、大江議員か

ら、大きなカバーではないと言われまし

た。私も大きなカバーではないと思ってお

ります。本当に最小限度の対応かと思って

います。 

私どもとしてはというより、私とすれ

ば、基本的にこういう対応については、や

はり国がスピーディーにやっていただくこ

とが基本だと思っております。 

しかしながら、全体が大きくなると、き

め細かな地域の住民の方々に配慮できない

ということを考えれば、国は大きな部分の

中で、細かいことについては地方にという

ことで、都道府県、それから市町村に任せ

るものは任せていただきたいとは思ってお

ります。そのほうがきめ細かなことはでき

ると思っています。 

ただ、十分なことができるかどうかとい

うのは別な話であります。 

ですから、私どもとしてはどうしても交

付税に頼らざるを得ないという部分でいき

ますと、日常的に財源をどうするかという

ことを頭に描きながら進めなければいけな

いということでありますので、これからの

対策を進めるに当たって、町長としてどれ

ぐらいの財源と言われましたけれど、今こ

れだけの財源があれば十分という規模的な

お話をするような資料は持っておりませ

ん。 

ただ、私どもがやっていることについて

は、繰り返しますけれども、大きなカバー

ではなくて、最小限度の部分をやって、今

急がなければいけないことを一つ一つやっ

ていくことが私の役割かなと思っています

ので、当然、新聞等で書かれたように、全

国知事会等が、例えば３兆円とか、そうい

うお話の中でいけば、望むものは、今回は

先ほど総務部長から１億２,０００万円を第

１回目としてもらえるという話であります

けれど、全然足りないとは思っておりま

す。 

では幾らもらったらという話は、今この

中で幾らという発言は控えたいと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） そこでお伺いする

のですが、５月１９日の全国知事会は、一

定の根拠、政治的な発言も含めて、地方と

しての声を出されたと思っているのです

が、私は、先ほど町長、副町長、教育長が

１０％、５％の給与を削減されました。 

それはそれで思いはわかる。 

ですが、もう一つ、それなりの条例にう

たわれている給与は、そういう仕事をして

ほしいということのもう一方のあらわれ

で、削減する方向だけではないのだろうと

も思っているのです。 

それで、北海道、特に美幌町の場合は、

北海道の一員ということなので、都道府県

と市町村との関係、道と美幌町との関係

で、もっと濃密に打ち合わせをしながら、

スピーディーに支援をしていくということ

が、一体的な地方行政としては必要なのだ

ろうと。 

都道府県に行けば、だんだん地方が見え

なくなる。あるいは、国に行けば、さらに

見えなくなるということで、市町村の役目

は役目として、より現場に近い発想でやれ

るということになっていくと思うのです

が、影響を受けている事業者や町民にとっ

て見れば、大変だという思いと同時に、町

にぜひやってほしいという期待が、大丈夫

だという期待を持っていただけるという点

でも大事なことではないかと思うのです

が、多分、道との間では、町の希望はほと

んど伝わっていないのではないかと思うの

ですが、今後、スピーディーに、しかも大

きな金額で支援をしていく、一つの事業所
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も脱落させないと、そういう点で、今まで

の取り組みも含めて、今後の姿勢を合わせ

お示しいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、大江議員から

言われましたけれども、現実な話としてど

うなのかということを質問の間考えており

ました。 

確かに、知事会などは根拠があるかもし

れません。私どもが道との関係を含めたと

きに、組織的に、私が直接知事と話したか

らそれで何かという話の仕組みではないこ

とも理解いただきたい。言うならば、管内

的には一つのまとまりが町村会、またそれ

ぞれ分派していて、それなりの人たちが陳

情、要望をやっています。 

そういう中において、言われることは当

然理解していますし、私とすれば、直接で

はないですけれど、そういう団体に、自分

の関わっている上部組織のところに、こう

いうふうに希望するということは、言って

いることは言っています。それしか今のと

ころお話はできないです。 

ただ、町民の方々に言えることは、今か

じ取り役を私がやっている以上は、どんな

ことをしても、実際はどうかわかりません

けれど、一つの事業者もやめることなく守

っていきたいという気持ちは強く思ってお

ります。 

それだけは御理解いただきたいと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） ２点ほど。 

１点目は確認を先にしたいのですけれ

ど、皆さんと同じく、１３ページの商工業

振興推進事業の経営継続支援金の中身のこ

とが１点と、同じく１３ページの給与費、

１５ページのその他手当１２５万２,０００

円が、先ほど時間外等の分だと聞いたもの

ですから、この二つについて確認をとりま

す。 

まず１点目、コロナ対策支援金事業の中

で、事業対象の説明の中で、給料をもらっ

ている方は、３分の２以上が事業費でなけ

れば該当しません。会議所側の説明書には

給料が３００万円あった場合、事業費は４

００万円、この方は該当にならない。 

そうなると、この方は９００万円なけれ

ばいけないのですけれど、なぜこの場合、

給料と事業を重ねた考えになったのかとい

う疑問が、実は後ほど出てきまして、中身

について、対象事業の撤廃だとか、議員が

委員会のときも一生懸命意見交換した結

果、良いほうに進んだと思ったのですけれ

ど、中身が一つだけ僕も抜けていまして、

国の施策等で、今年度から給料をもらって

いる方、その他堅い職業の方も、副業等の

事業を認めざるを得ない、そういう勤務、

もしくは、雇用体系になってきています。

逆に、それを広げて産業対策をしなければ

いけないという国の方向が出ました。 

先に、コロナが発生してしまったのです

けれど、実は美幌町内でも、給料をもらい

ながら事業をやっている方が多くいます。 

今回事業撤廃ということで、事業の部分

の判断でいくと考えたのです。国の助成

金、補助金も、副業抜きに事業の分でカウ

ントしているのが今回の支援金、持続化資

金も副業オーケーです。 

あくまでも事業、４月２７日の議会でも

町長から飲食店、宿泊業について、コロナ

による減少、影響額がこうだからではな

く、事業を存続してもらいたいという思い

で、一律にしようとなったのですけれど、

そのときには給料だとか、売上金額、法

人、個人がなかったのです。 

今回は、国、道から事業の閉鎖等の要望

がないという部分もありますけれど、道、

国からも補助金は追加で出ていますけれ

ど、事業のほうはこれからますます影響が

発生する。 

今、美幌町の製造業の中では在庫を抱え

ている問屋が止まっていないので、在庫を
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抱えきったあとの仕入れがないのではない

かということで、７月、８月に需要が止ま

る企業も数件発生するのが目に見えてい

て、今後大変だと思うのですけれど、現在

大変だという給料については、町長も次の

施策の中で、個人給与等も考えないといけ

ないという話はされていますけれど、残念

ながら、飲食店のときに話している事業の

存続というのと、今回の事業はコロナの影

響だという言葉に分かれているのです。 

僕は、同じ解釈でいくべきだということ

を考えていくと、国もあくまでも事業でい

けば、給料があるから３分の２がなければ

いけないという項目の判断をどういう基準

で考えたのか、なぜ必要だったのかという

ところを回答願いたいと思います。 

まず１点目。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 今回の要件の

中で、事業収入が３分の２以上とさせてい

ただいた理由でございますが、事業を主と

した個人事業主ということで、収入の３分

の２以上を事業が占めているということを

対象とさせていただきましたので、まずも

って御理解をいただきたいと思います。 

その理由でございますけれども、個人の

事業主で、仮に営業収入が２分の１であっ

た場合は、そのほかに給与や年金などの収

入が２分の１あることになります。 

仮に、事業で３０％の営業があったとい

たしましても、全体の収入、所得で考えま

すと１５％の影響となり、影響の割合が低

くなることから、今回、３分の２に設定さ

せていただいたものでございます。 

御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 数字の計算のこ

とを言っているのではなくて、飲食業につ

いては事業の継承、あくまで事業の継承、

そして、法人、個人、給料があるかないか

に関わらず事業の継承。 

今回は、事業先を全部オープンにしても

らったということはすごくありがたいと思

うのですけれど、でも、売上げのことまで

入ってきています。 

何でここで事業主の給料が出てくるの

か。 

一例を挙げますと、複数の人間も、私も

そうですけれど、給料をもらっても給料は

事業費として給料に置き換えている企業と

の提携の仕方があるのです。 

そうすると、個人事業をやっても、給料

をもらう形で事業手当として申告して、な

おかつ、別件の事業を上げているという方

もいるのです。 

これはサラリーマンという言葉は悪いで

すけれど、この世の中全てが、勤務云々の

給料手当ではなくて、事業をするときの契

約行為の中にもそういう契約をする方もい

ますので、これに該当になる方もゼロとは

思いません。 

ただ、そういう方も今は仕事がない中

で、そういう契約行為の中での給与扱いに

なった分まで給与として見られてしまうと

非常に苦しいのかなと。 

先ほど言った、国も副業、そういうもの

を緩和しようという矢先でございます。 

そして、国の支援金事業も副業の部分だ

けれど申請も可能ということになっている

のが今日この頃なので、今回は無理でも次

回の対策の中で、もう一度検討すべき事由

かなと思いますので、この部分について

は、次回、そのときまででいいのですけれ

ど、再度検証するなり、確認をとるべきか

と思うのですけれど、どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回こういう形を

とらせていただいた部分でいけば、当初は

飲食店、それから旅館業については一律と

いう話を皆さんに提案して、認めていただ

きました。 

第２弾として、ある程度条件を付けざる

を得なかったという実態でいけば、先ほど
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戸澤議員の質問で、担当から速やかに幅広

く実施と言っているものの、現実的にそれ

をほかのもの全部に広げたときに、やはり

財政的な部分の支出も考えなければいけな

い。 

それから、ある程度一般的に見て、松浦

議員が言ったような人もいます。 

でも、それも全部拾ってといったら、シ

ステム的にまたこれで時間がかかって、こ

れで今回も見送りましょうという話になる

ので、個人の部分もリストを全部見せても

らったときにみんなと話したのは、やはり

個人で言うなら、給与、それから、事業所

得という部分で考えて、一般的に事業者を

応援しようと考えたらどうかという話にな

って、その考え方が基本的におかしいとい

うのであれば、それはもう一つの考え方な

ので理解いただきたいということでありま

す。 

ですから、今回はなるべくシンプルに、

それからお金を出すときには余り難しい手

続をしないで、そのためには先ほど言った

ように、会議所ではふだん帳簿などを見

て、これでいい、これでわかりましたとい

うことができるような、少しでも速さと、

きちんと出せるような形で、一般の方が、

そういう方を優先的に協力すべきだと思っ

ていただけるということでの提案でありま

すので、その辺は御理解いただきたいと思

います。 

それぞれ個々の部分については御意見が

あると思いますけれど、それはそれで受け

とめますので、一つよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） さらに、コロナ

の件については、経済がこれ以上悪化しな

いことを僕も期待していますけれど、この

先いろんな部分での対策が必要なときに、

ぜひ今の部分についても検討してもらえれ

ばいいのかなということで、次の質問に入

ります。 

先ほど質問した部分で、１５ページの１

２５万２,０００円が、事業に当たっての時

間外等の手当だというところをもう一度御

説明願いたいのです。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

今回、その他手当の１２５万２,０００円

につきましては、子育て世帯臨時特別給付

金事務に係る職員の時間外勤務手当になっ

てございます。 

こちらは所管が民生担当の３名分になっ

てございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 非常に仕事が大

変だというのはわかるのですけれど、せっ

かく町長、副町長たちの２４０万円を削減

して、ここで事業の１２０万円の給料が増

えるのであれば、何かむなしいなと。 

であれば、時間外にならないように仕事

をするだとか、増員して、日中に違う部署

から要員を派遣するという形、そして、コ

ロナの関係もありますので、遅い時間まで

しない、もしくは密に仕事しない。 

そして、働き方改革で定時に帰りましょ

うという中で、時間をかけて仕事をするこ

となくできる方策がないのかどうか、その

辺は労務対策としてどうなのか。 

きちんと明確にお答えいただきたいで

す。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、松浦議員がおっしゃ

るとおりだと思います。 

いろいろと事務の効率化等を検討した上

で、現在事務を進めているところでござい

ますけれども、ただいまの時間外勤務手当

の関係でございますが、これにつきまして

は、先ほど主幹が説明したとおり、担当者
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の事務に係る６カ月間で最大に時間外がか

かるものとして積算した金額でございます

けれども、この財源につきましては、国で

１００％見ていただけるということもござ

いまして、予算上は最大分を見ております

が、さらに効率的な業務の執行に努めてま

いりたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 最後になるので

すけれど、国で予算を見ていると最初に説

明すべきではないですか。 

それと、最大で６カ月間と言いましたけ

れど、なるべく職務の中で問題なくやって

ほしいのと、当然時間外を払う方がいれ

ば、管理者も残ることになりますので、絶

対に複数名残りますので、なるべく役場の

内部でも早めに帰るという努力をしてもら

いたいと思いますので、最後にその辺の検

討をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、当初の提案理由の説

明のときに、臨時給付金に係るものについ

ては国が１００％財源を見ているというこ

とで御説明しておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

また、業務につきましては、松浦議員お

っしゃるとおり、効率化を目指しまして、

なるべく残業をしないで帰るのが最も理想

だと思っておりますので、その辺は業務の

中でさらにそのように努めてまいりたいと

思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３１号令和２年度美幌

町一般会計補正予算（第３号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和２年第４回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時５５分 閉会   
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